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　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和06年06月21日

計画の名称 京田辺市における公営住宅等の住環境の向上

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 京田辺市

計画の目標 長寿命化や福祉対応改善工事を実施することにより、安全で快適な市営住宅を長期間にわたって提供すること

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 372  Ａ                 372  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（Ｒ２当初） （Ｒ４末） （Ｒ６末）

   1 外部長寿命化改善が施された市営住宅の割合

既存市営住宅の棟数をもとに算出する。 29％ 54％ 82％

（外部長寿命化改善が施された市営住宅の割合）＝（外部長寿命化改善が施された市営住宅棟数）／（全市営住宅棟数）　（％）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 0000599794



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地域住宅計画に基づ

く事業

A15-001 住宅 一般 京田辺市 直接 京田辺市 － － 公営住宅整備事業等（公

営住宅等ストック総合改

善事業）【谷垣内・興戸

第1期・興戸第2期・興戸

第3期・一休ケ丘第1期】

共用部分改善：長寿命化・安

全性確保（外壁改修等：5団

地・12棟）

京田辺市  ■  ■  ■  ■  ■         354 策定済

A15-002 住宅 一般 京田辺市 直接 京田辺市 － － 公営住宅整備事業等（公

営住宅等ストック総合改

善事業）【南山】

住戸改善：福祉対応（エレベ

ーター・スロープ設置、住戸

内手摺・階段廊下手摺設置：

１団地・21戸）

京田辺市  ■           6 策定済

A15-003 住宅 一般 京田辺市 直接 京田辺市 － － 公営住宅整備事業等（公

営住宅等ストック総合改

善事業）

長寿命化計画改定（全12団地

・24棟）

京田辺市  ■           8 策定済

A15-004 住宅 一般 京田辺市 間接 個人 － － 住宅地区改良事業等（空

き家再生等推進事業）

空家等の流通促進、改修補助

、適切な管理が行われていな

い空家等の除却

京田辺市  ■           1 －

A15-005 住宅 一般 京田辺市 直接 京田辺市 － － 住宅地区改良事業等（空

き家再生等推進事業）

空家等対策計画改定のための

実態把握調査

京田辺市  ■           3 －

1 案件番号： 0000599794



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         372

合計         372

2 案件番号： 0000599794



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02 R03 R04 R05

配分額 (a)                      31                      33                      42                       0

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      31                      33                      42                       0

前年度からの繰越額 (d)                       0                       0                       0                       3

支払済額 (e)                      31                      33                      39                       3

翌年度繰越額 (f)                       0                       0                       3                       0

うち未契約繰越額(g)                       0                       0                       3                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                       0                       0                    7.14                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

1 案件番号： 0000599794



事前評価チェックシート
 計画の名称： 京田辺市における公営住宅等の住環境の向上

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
★①計画の目標が基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
★②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 〇

I． 目標の妥当性
★③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 〇

I． 目標の妥当性
★④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
　⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。

I． 目標の妥当性
　⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
★①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
★②十分な事業効果が得られることが確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
　④事業の実施に当たり、福祉施策等との連携が図られている。

II． 計画の効果・効率性
　⑤事業の実施に当たり、民間活力の活用が図られている。

II． 計画の効果・効率性
　⑥事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の工夫がなされている。

II． 計画の効果・効率性
　⑦地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。

II． 計画の効果・効率性
　⑧地域再生計画に地域住宅交付金の活用についての記載をしており、内閣総理大臣の評価を受けている。

III．計画の実現可能性
★①事業熟度が十分である。 〇

1  案件番号：0000599794



事　　前　　評　　価 チェック欄

III．計画の実現可能性
★②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 〇

III．計画の実現可能性
★③地域住宅計画を公表することとしている。 〇

III．計画の実現可能性
　④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。

III．計画の実現可能性
　⑤計画内容に関し、住民に対する事前説明が行われている。

III．計画の実現可能性
　⑥計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。

2  案件番号：0000599794



（参考様式３）　　

計画の名称 1 京田辺市における公営住宅等の住環境の向上

計画の期間 令和2年度　～　令和6年度　（5年間） 京田辺市

令和３年１１月 A１５－００１
公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）

共用部分改善：長寿命化・安全性確保

①谷垣内団地、②興戸団地第１期、③興戸団地第２期、

④興戸団地第３期、⑤一休ケ丘団地第１期

A１５－００２
公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）

住戸改善：福祉対応

⑥南山団地

A１５－００３
公営住宅整備事業等（公営住宅等ストック総合改善事業）

長寿命化計画改定

①～⑫全団地

A１５－００４
住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業）

空家改修・除却補助事業

市内全域

A１５－００５
住宅地区改良事業等（空き家再生等推進事業）

空家等対策計画改定のための実態把握調査

市内全域

交付対象

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨⑩

⑪
⑫



社会資本総合整備計画（地域住宅計画）

令和 2 年度 ～ 6 年度

 １．地域の住宅政策の経緯及び現況

 ２．課題

※「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法（平成17年法律第
79号）」　第６条第１項に基づく「地域住宅計画」

 計画の名称 京田辺市における公営住宅等の住環境の向上 地域住宅計画の名称 京田辺市地域

 計画期間

　京田辺市は、京都府の南部に位置し、面積約４３ｋ㎡、人口約７万人、世帯数約２万９千世帯で、東には木津川が悠々と流れ、西に
は生駒山系に連なる甘南備山が控える、豊かな自然に囲まれたまちである。
　明治３９年、田辺村が町制施行により田辺町になり、昭和２６年には大住村、三山木村、草内村、普賢寺村を編入・統合し、現在の
市域になる。そして、平成９年４月１日、市制を施行し、京田辺市となる。
　古くから交通の要衝として栄えた本市は、南山城地方の行政・経済・文化の中心地として発展。近年は、大規模な宅地開発や交通網
の整備、学研都市の建設にともない、市の人口が急増。現在も活気に満ちたまちづくりが着々と進行中である。
　本市の市営住宅においては、旧耐震基準の団地の耐震化事業が平成２７年度に終了し、今後は「京田辺市営住宅長寿命化計画」に基
づき、市営住宅の長寿命化改善や居住環境の向上等を進める。
　また、令和元年１２月に策定した「京田辺市空家等対策計画」に基づき、空家等対策を進める。

○京田辺市営住宅長寿命化計画において「改善」の判定となった団地について、外壁等の長寿命化改善等を図る必要がある。
○住戸内手摺等が設置されていない団地がある。
○片廊下型の団地について、エレベーターやスロープの設置を検討する必要がある。
○「京田辺市営住宅長寿命化計画」の進捗と効果を確認し、全体計画を検討する必要がある。
○適切な管理が行われていない空家等の予防及び空家等の活用・流通促進の必要がある。
○「京田辺市空家等対策計画」の進捗と効果を確認し、全体計画を検討するために実態把握調査をする必要がある。

 都道府県名 京都府  作成主体名 京田辺市



単　位 基準年度 目標年度

外部長寿命化改善が施された市営住宅の
割合

％
全市営住宅における外部長寿命化改善が
施された住棟の割合

29% 2 82% 6

※計画期間の終了後、上記の指標を用いて評価を実施する。

 ３．計画の目標

「長寿命化や福祉対応改善工事を実施することにより、安全で快適な市営住宅を長期間にわたって提供すること」

「適切な管理が行われていない空家等の予防及び空家等の活用・流通促進すること」

 ４．目標を定量化する指標等

指　　標 定　　義 従前値 目標値



 ５．目標を達成するために必要な事業等の概要

（１） 基幹事業の概要

＜事業の概要＞

・機能回復や予防保全の観点から、平成５年から平成１１年までに建設された５団地・１２棟について、外壁改修等の長寿命化改
　善事業を実施する。

・高齢者、障がい者等の円滑な利用に供するため、住戸内手摺・階段廊下手摺がなく高齢者対応ができていない１団地・２１戸に
　ついて、手摺を設置する。

・エレベーターやスロープの設置については、今後高齢者の居住状況や住民ニーズ等を詳細に把握し、片廊下型の住棟３団地３棟
　について設置を検討する。

・「京田辺市営住宅長寿命化計画」の進捗と効果を確認し、全体計画の見直しを行う。

・適切な管理が行われていない空家等の予防及び空家等の活用・流通促進を行う。

・「京田辺市空家等対策計画」の進捗と効果を確認し、全体計画の見直しを行うための実態把握調査を行う。

(２) その他（関連事業・効果促進事業など）

該当なし



 ６．目標を達成するために必要な事業等に要する経費等

（金額の単位は百万円）

基幹事業

交付期間内
事業費

外壁改修等 １２棟 354.0

エレベーター・スロープ、住戸内手摺・階段 ２１戸 6.0

廊下手摺設置

京田辺市営住宅長寿命化計画改定 全１２団地　２４棟 8.0

流通促進（改修・除却補助） 個人 ４戸 1.0

空家等対策計画改定のための実態把握調査 京田辺市 市内全域 3.0

372.0

効果促進事業

交付期間内
事業費

（参考）関連事業 　　※交付期間内事業費は概算事業費

事業 事業主体 規模等

公営住宅整備事業

合計

事業（例） 事業主体 規模等

事業

合計

規模等
細項目

事業主体

公営住宅等ストック総合改善事業

京田辺市

京田辺市

京田辺市

空き家再生等推進事業



 ７．法第６条第６項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項

※法第６条第６項に規定する公営住宅建替事業に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第12条に規定する施行要件の特例の対象となります。

 ８．法第６条第７項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項

 ９．その他公的賃貸住宅等の管理等に関する事項

「法」とは、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法」をいう。

該当なし

該当なし

※法第６条第７項に規定する配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項を地域住宅計画に記載する場合には、法第13条に規定する特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準
の特例の対象となります。（ただし、一定の要件を満たすことが必要です。）

該当なし


